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2015年 7月 19日 

 

北海道考古学会 

会長	 大島直行 

 

北海道考古学会賞，北海道考古学会奨励賞候補者の募集について 
 

	 北海道考古学会規則第５号にもとづき，下記の要領で北海道考古学会賞・北海道考古学会奨

励賞の候補者を募集します。 

 

記 

 
１．北海道考古学会賞	 

趣旨：北海道およびその周辺地域の考古学（関連学問分野をふくむ）の研究，もしくは北海道

考古学会の発展に大きく貢献した会員または団体の功績を称える。 

候補者の要件：北海道およびその周辺地域の考古学（関連学問分野をふくむ）の研究，もしく

は北海道考古学会の発展に大きく貢献した会員または団体（所属会員の有無を問わない）。 

 

２．北海道考古学会奨励賞	 

趣旨：北海道およびその周辺地域の考古学（関連学問分野をふくむ）の研究に大きく貢献した

若手研究者の研究活動を奨励する。 

候補者の要件：北海道およびその周辺地域の考古学（関連学問分野をふくむ）において優れた

研究を行い，将来の発展に貢献すると期待される満 40歳未満（受賞年の 4月 1日現在）

の会員。 

 

３．応募・選考方法（北海道考古学会賞・同奨励賞とも）	 

(1)自薦および他薦とする。 

(2)〆切	 2016年 1月 30日（必着）。 

(3)所定の応募用紙を学会ホームページからダウンロードし，学会事務局あてに郵送もしくは電

子メールで送付する。 

	 【送付先】北海道考古学会事務局 

	 	 	 	 〒059−0014	 登別市富士町 7丁目 33−1	 登別市教育委員会	 社会教育グループ気付 

	 【電子メールアドレス】hokkaidokoukogakkai@yahoo.co.jp 
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(4)北海道考古学会賞選考委員会（副会長，運営委員 2 名，一般会員 2 名から構成）が，応募書

類をもとに各賞の趣旨に沿って業績を総合的に判断して選考する。 

 

４．その他	 

(1)北海道考古学会奨励賞受賞者に授与される研究奨励費は 5万円とする。 

(2)受賞式出席にともなう交通費は支給しない。 

(3)応募書類は返却しない。 

(4)個人情報は，各賞の選考以外の目的で使用しない。 

 

【参考】学会賞規則（2014 年 5 月 10 日）（北海道考古学会規則第５号）	 

（目的） 

第１条	 北海道考古学会は北海道およびその周辺地域の考古学の研究，もしくは北海道考古学会の発展に

大きく貢献した会員または団体の功績を称えるとともに，若手研究者の研究活動を奨励するため「学会賞」

を設ける。 

（学会賞の種類） 

第２条	 学会賞は，前条の目的に適合した業績に対して授与することとし，次の２種類とする。 

１）北海道考古学会賞 

２）北海道考古学会奨励賞 

第３条	 授賞は毎年原則として各１件とし，該当者の無い場合は授賞を行わない。 

（学会賞の選考対象） 

第３条	 学会賞は，本学会の告知に基づいて自薦・他薦で応募した次の業績を対象とする。 

２	 北海道考古学会賞は，北海道およびその周辺地域の考古学研究，もしくは北海道考古学会の発展に大

きく貢献した会員または団体を対象とする。 

３	 北海道考古学会奨励賞は，北海道およびその周辺地域の考古学研究において優れた成果をあげ，将来

の発展に貢献すると期待される満 40歳未満（受賞年の 4月 1日現在）の会員を対象とする。 

４	 学会賞が対象とする研究分野は，考古学はもとより考古学に関連する学問分野を含むものとする。 

５	 北海道考古学会賞が対象とする団体にあっては，本学会員が当該団体に所属していることを要件とし

ない。 

（選考方法） 

第４条  学会賞は，会長が委嘱する委員で構成する学会賞選考委員会において候補者を選考し，運営委員

会の議を経て会長が決定する。 

２	 会長は，副会長，運営委員２名，一般会員２名に学会賞選考委員会委員を委嘱する。 

３	 会長は，総会において受賞者名および授賞理由を報告する。 
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４	 受賞者は，原則として受賞後２年以内に本学会の研究大会または月例研究会で講演ないしは研究発表

を行うこととする。 

（授与） 

第５条	 学会賞受賞者には，毎年の総会において下記の正賞及び副賞を授与する。 

１）北海道考古学会賞	 表彰状 

２）北海道考古学会奨励賞	 表彰状および研究奨励費 

（授賞の取消）  

第６条	 受賞者が次のいずれかに該当する場合は，運営委員会の議を経たうえで授賞を取り消すものとす

る。授賞取り消しの通告を受けた受賞者は，表彰状および研究奨励費を返還するものとする。  

１）盗作などによって他の研究者の業績を剽窃したことが判明したとき。  

２）本学会の名誉を著しく毀損する行為が判明したとき。 

 

 


